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北宇和高校教育寮等配食業務にかかる受託希望事業者の公募について 

 

 鬼北町では、北宇和高校教育寮等配食業務の受託を希望する事業者を把握するため、下記のと

おり公募を行います。 
 

 

１ 業 務 名  北宇和高校教育寮等配食業務 
 

２ 委託期間  令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで  
 

３ 事業概要・目的 

鬼北町では、町内唯一の県立高校である北宇和高校と連携し、高校魅力化事業を推進してい

ます。この一環として、生徒全国募集を行っており、生徒の快適な住環境を提供し、安心して

学校生活が送れるよう寮を整備し、令和７年度には新たに寮機能を備えた多世代交流施設を整

備します。 

  本業務は、入寮する生徒に提供する食事（朝食・夕食）の配食業務の受託を希望する鬼北町

内の事業者の把握のため公募を行います。 

 

４ 寮の概要（鬼北町大字近永1040番地1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 参加資格 

 (1) 町内に本店を有し、食品衛生責任者を配置している事業所 

 (2) 寮への食事の配達が可能な事業所（多世代交流施設完成までは、仮寮２か所を合わせた３

か所への配達になります。） 

(3) 週数日程度又は基本的にすべての平日の提供が可能である事業所 

回 覧 
鬼 企 発 第 ５ ０ ３ 号 

令和６年１２月２４日 

近永商店街内にあり、北宇和高校まで徒歩６分、伊予銀行・愛媛銀行・郵便局などの金融

機関、ダイレックス・フジなどの大規模店舗、ＪＲ近永駅や鬼北町役場が８００ｍ圏内に存

在する好立地にあります。寮の木材は、昭和３０年代に北宇和高校の生徒たちによって植林

され、長年にわたり生徒たちの手で守り育てられてきた学校林のヒノキを活用し、木の香り

漂う温かみのある寮となります。（これに類する施設として現在、寮の前に多世代交流施設

を建設しています。令和７年８月完成予定） 

・構造：木造２階建て   

・寮室：14室（1人部屋）   

・延床面積：６０９㎡ 

 

【多世代交流施設が完成するまでの仮寮について】 

 多世代交流施設が完成予定である令和７年８月までは、寮生の仮住まいとして、町が借

り受けた建物（近永651番地 ※春廻家横 及び 奈良4111）で生活します。 

 



 

 

 

６ 公募期間及び申請書   

令和７年１月６日から令和７年２月２０日までに応募申請書を提出してください。 

※応募申請書はホームページからダウンロードできます。 

 

７ 業務内容について 

項  目 業務内容 

契約期間 令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

配食実施日 

平日（長期休業中でも、寮の運営休止期間以外は提供） 

ただし、やむを得ない理由により実施できない場合は、事前に町と

協議するものとする。 

食事を提供しない日 土日、祝祭日、夏季・冬季休業期間中の寮の運営休止期間 

配食数 配食は、朝食・夕食の１日２食（３０名程度） 

委託料（見積り） 
令和７年度にかかる業務の契約単価の見積額を記入してください。 

（参考）令和６年度契約単価：１日(２食)あたり1,300円（消費税及び地

方消費税を含む） 

配食方法 
寮、仮住まい（4月～8月）及び多世代交流施設（９月～）で提供する

朝食・夕食を容器に入れ寮に配食。 ※寮での取り分けは生徒が行う。 

配食先 

【４月～多世代交流施設に入居するまで（８月末予定）】 

・・・寮及び仮住まいに配食（計３か所へ配食） 

【多世代交流施設に入居後～令和８年３月３１日】 

・・・寮及び多世代交流施設に配食（計２か所へ配食） 

配食時間 
【朝食】 午前６時３０分 

【夕食】 午後６時００分 

献立について 
１食の摂取カロリーは概ね1,000キロカロリーを目安とすること。 

※ 栄養バランスの取れた献立とすること。 

支払いについて 毎月ごと配食数を取りまとめ、翌月の１０日までに町に請求する。 

 

８ 留意事項ついて 
 

(1) 契約の全部の履行を一括または分割して第三者に委任し、または請負わせることができな

い。 

ただし、特別な事情があるものとして、あらかじめ町の承認を受けた場合は、この限りで

はない。 
 

(2) 指名停止措置を受けている者、暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者に契約の履

行を委任し、または請負わせることはできない。 
 

 

 

９ その他 

(1) 当回覧文書に記載の業務内容は、実施段階において一部変更することがある。 

 (2) その他委託業務の実施にあたり、疑義が生じた場合は、鬼北町及び受託者で協議の上決定

する。 

 (3) 当業務の契約手続きについては、令和7年度当初予算が可決されたのちに行うものとする。 

 

10 応募申請書提出先、お問い合わせ 

  鬼北町企画振興課・地域活力創出係（担当：毛利）45-1111 内線：2214 


